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第４回 門真市新体育館・生涯学習複合施設建設 

基本構想・基本計画策定委員会 議事録 

 

日     時：平成２４年１０月１７日午後２時３０分～５時００分 

場     所：門真市役所第２別館（教育委員会）３階 第１会議室 

出席者（委員）：下村委員長、今西副委員長、山田委員、川村委員、岡本委員、稲毛委員、中野委員、

森本委員、柴田委員、桂委員、清澤委員、宮本委員、石原委員 

   (事務局）：渡辺次長、脊戸課長、東田課長補佐、清水主任、藤田 

(コンサルタント)：株式会社アール・アイ・エー 大阪支社 上田、高見 

議     題： 

案件１…基本構想について 

案件２…今後のスケジュールについて 

案件３…基本計画（案）について 

その他 

 

 

事務局(司会)  第４回門真市新体育館・生涯学習複合施設建設基本構想・基本計画策定委員会を開

催します。はじめにお手元の資料をご確認をお願いします。 

 すべてで１２点。それと基本構想各冊子２冊になります。まず、資料１が議事次第

です。資料２「（概要版）新体育館建設基本構想」です。資料３「（概要版）生涯学習

複合施設建設基本構想」です。資料４「策定業務年間スケジュール表」です。資料５

「新体育館建設基本計画（案）目次」です。資料６「（概要版）新体育館建設基本計

画（案）」です。資料７「新体育館建設基本計画（案）施設の機能・規模の検討①」

です。資料８「生涯学習複合施設建設基本計画（案）目次」です。資料９「（概要版）

生涯学習複合施設建設基本計画（案）」です。資料１０「生涯学習複合施設建設基本

計画（案）施設の機能・規模の検討①」です。資料１１「計画地域周辺における課題

整理」です。それと別に再配布資料「清澤委員からの資料」です。以上です。何か無

い資料がありましたら、お伝えいただきますようお願いします。 

 次に、本日は委員１３名中全員出席していただいておりますので、委員会が成立し

ていることを確認させていただきます。 

 まず、本日の予定についてご説明します。案件１として、基本構想についてご説明

いたします。案件２としまして、今後の策定スケジュールについてご説明し、ご確認

いただきます。そののち、前回いただいた清澤委員からの資料について委員からご説

明いただき、そして最後に案件３としまして、基本計画（案）についてご検討をお願

いします。それでは、以後の進行を委員長にお願いします。 

 

下村委員長  本日もどうぞ忌憚のないご意見を頂戴いたしましてより良いものへと進めていき

たいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 まず案件１「基本構想について」事務局で説明をよろしくお願いします。 
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事務局  本日お手元に新体育館基本構想及び生涯学習複合施設基本構想の２冊をお配りし

ております。これにつきましては、前回までの本策定委員会において議論・検討して

いただきました内容を反映したものを構想といたしました。その後の９月２８日に開

催された、教育委員会において議決をいただき策定に至りました。策定に際してご尽

力いただき、委員の皆様に御礼を申し上げたいと思います。この基本構想をもとに本

日より基本計画の策定に向けて検討を進めていただきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと存じます。 

 

下村委員長    引き続きまして案件２「今後のスケジュールについて」の説明をお願いします。 

 

事務局  本日の策定委員会から基本計画（案）についての検討をお願いしたいと存じます。

議論いただいきました基本計画（案）について、市民の皆様からご意見をいただく、

パブリックコメントを実施いたしまして、そののち集約していきたいと存じておりま

す。 

 詳細につきましては、アール・アイ・エーの方からご説明をさせていただきたいと

思います。 

 

事務局(RIA)  それでは資料の説明をさせていただきます。お手元の資料４の３枚目でございます

が、策定業務年間スケジュール表ございます。今回から基本計画ということで、第４

回、第５回、第６回ということで３回の委員会を通じて、内容の検討をいただきたい

と考えております。その後、パブリックコメントを実施し、その最終的なとりまとめ

を３月にお願いするというような大きな流れで、前回は１月にパブリックコメントを

してそのあと２回程委員会を開くという予定にしておりました。しかし、パブリック

コメントに出す内容をできるだけ詰めてからというような案に変わりまして、３回先

となります委員会を基本的に年内に開いていただいて、大まかな計画案を詰めていた

だくという形でお願いしたいと思っております。それをもとにパブリックコメントを

２月に実施して、そこで重要な意見があれば、もう一度委員会を追加しなければいけ

ない場合もあるのだと思うのですけれど、そのあたりを踏まえながら３月にとりまと

めを行いたいと思うところでございます。今回第４回につきましては、今ありました

基本構想のまとめの話と基本計画の第１回目ということになりますので、各施設の整

備に向けた基本整備の諸条件ということで導入する機能、どういうようなものがいる

のかというあたりについて、ご議論いただければと思っております。次回第５回では

基本計画の前半ということで、機能の配置とか規模等についての検討していただいて、

次にアクセスと動線の関係、景観、防災、環境とかユニバーサルデザインのあたりに

ついて留意すべき事項についての検討というのを併せてお願いするという形を考え

ております。第６回では簡単な平面計画案、モデル案をお示ししてそれをもとにスケ

ジュールとか概算のコストとか運営体制等の案を検討いただくというような形で、６

回目までに大まかな計画案を検討をいただきまして、これをもとにパブリックコメン

トを実施するという形で、この結果を含めたものをもとに最終的なとりまとめを３月

に行うことにしています。第７回の委員会で基本的には執り行うという形で作業を進
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めていきたいということでございます。 

 

下村委員長  今日が基本計画の第１回目ということで、頭のスイッチを切り替えていく必要があ

ろうかと思います。 

 ひとつは基本構想案で出てきた本施設の課題をしっかり見据えて、基本計画に結び

付けていく重要なところが今日のところであると思いますので、そのあたりを次の基

本計画の説明のときにチェックいただきながら、抜けがないかご確認いただくことに

なると思います。それで４回目が施設整備に向けた諸条件、条件整理です。どんな機

能を導入すればよいのか、それが今日皆様からご意見をいただく予定になっておりま

す。その次の第５回目が、いわゆる施設配置とか配慮すべき事項などですが、これが

大きな方向性を決めていく方針決定といいますか、具体的な話になってきますのでど

ちらかというと、敷地を計画していくレベルはここで議論になろうかと思います。 

 それから最後に平面の検討、これは具体的なモデルプランを作成しないと概算の予

算・経費がはじきだせませんので、モデル的にプランが出てくると、これを受けて次

どうするかはまた次の課題ですけれど、それに基づいて次のコンペなのかプロポーザ

ルなのかわかりませんけれど、次にどうするのか検討を行っていくかと思います。こ

のスケジュールについて何か皆さん方からご意見がありましたら確認させていただ

きたいと思います。いま事務局（RIA）からご説明がありましたように、パブリック

コメントの内容によっては最後のところ、その回答書を委員会で確認する必要が出て

くる可能性がありますので、出すのは市長名、課名のどちらで出すのか確認をお願い

します。 

 

事務局    わかりました。 

 

下村委員長  本委員会名でパブリックコメントを出すことはないので、どこからその答えをだす

のかが、たぶん出てくるところだと思います。その出すプランを本委員会が知らない

ので良いのかもありますので、ここの回数が少し増える可能性を含んでいるかと思い

ます。また近くになりましたら、パブリックコメントが出てきた段階で判断していく

必要があろうかとは思います。このようなスケジュールでよろしゅうございますでし

ょうか。 

 少し私の方からひとつ付け加えますが、拝見していますとパブリックコメントに出

すプランの確認は５回ではないんですね。 

 

事務局   第６回がそういうイメージで予定しています。 

 

下村委員長  少しそのプランがあまりにもここの委員会の本意でないようなものが出てきたお

りにチェックできないですね。その修正案を、どうしましょうか。完璧なものを出し

ていただいて、意見があまり出なければ問題ないのですけれど。 

 

事務局   パブリックコメントにつきましては、もちろん回答書を出す前には確認はさせてい
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ただきますので、各委員に配布させていただきます。 

 

下村委員長  そのあたりは各委員に修正案を配布いただいて、ご意見をいただける時間を少し取

っていただいて、ここを詰めてということになると思いますが、そういう形でご対応

いただくようになろうかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

事務局   わかりました。 

 

下村委員長  おおよその進め方はこういう形で進めさせていただくということで、よろしいでし

ょうか。 

 

清澤委員  素案に基づいて実現していくには、いろいろな手法があると思います。それに応じ

て当然、額なども変わってきますし私どもは良いものをと考えていますので、これか

ら会議の頻度を上げなければと思います。実現には、市の予算だけではないかもしれ

ませんので、第三者の資本の導入など、そのあたりの手法や制約条件を少しずつ明ら

かにする必要があります。 

 

下村委員長  市の予算組み等々にかかわる年次予算の関係もありますので、内部での審査なり調

査なり、削減なりがあるかと思いますので、そのあたり出せる範囲で出していただき、

フィジビリティ・スタディみたいな形で実現化できるような形で、委員会でお金のこ

とまで検討するのか。中々あるべきもので最小これだけは確保してほしいという意見

をとりまとめて、最大限ここまで最大公約数ここまでというような案を出しておいて、

それの予算削減されたときとか、年次に予算がついたときとかは、事務局マターにな

ると思います。そのあたりを委員会には情報提供をいただき、全員良いものをと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 今回、体育館と生涯学習複合施設というところで、今西先生にも出てきていただい

ておりますので、今までの大きな流れを進めてきた基本構想の流れの中で、特に生涯

学習のあるべき姿のところが特に基本計画を進めていく折々にずれていないか、外れ

ていないか、単なる体育館とか図書館だけを作るだけではなくて、生涯学習というの

が今回のキーワードの売りのひとつだと思いますので、そこのところもチェックをよ

ろしくお願いしたいと思います。おそらく構想は、生涯学習のもうひとつのプランが

どのようにかかわってくるかにもよると思うのですが、しっかりと組み込まれている

流れが非常に大事かと思いますので、そのあたりをよろしくお願いします。 

 スケジュールは、これでよろしいでしょうか。それでは作業の進捗状況によりまし

て、若干出入りはあろうかと思いますが、大枠この流れでお願いするということで、

皆様にはご認識いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局   次に、前回の策定委員会で資料を提供していただいております清澤委員が前回ご欠

席でしたので、その内容について少しお時間をいただいてご説明をいただこうかと思

っておりますので、よろしくお願いします。 
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清澤委員  基本構想から計画ということでより具体的な段階に移っていくだろうと思ってお

りまして、それに応じて私どもグループであるとか個人的な思いも含めまして、こん

なことが実現できれば良いなとか、あるいはこんな話を織り込んでいただければいい

なというのを少し整理をしました。この構想のまとめの資料の中にもある意味では反

映されている内容だろうと思うのですけれど、それをもう少し特化した形で整理をし

ましたので、ご説明をさせていただきます。今回、新体育館と新生涯学習複合施設と

いうことで、それぞれについての要点的な整理をしております。特に体育館につきま

しては、事務局がうまく再整理をしていただきましたので、それに沿って話をさせて

いただきますと、体育館等は何か複合機能的なことができれば良いのかなと思いまし

た。しかし、何でもかんでもということにはならないと思いますので、パブリックコ

メントであるとか、各諸団体の皆さんのご意見だとかを踏まえて適正に選択された中

での機能性ということを、盛り込む必要があると思っています。更に付随しまして、

体育館だけではなくてもう少し別の要素もその中で実現できれば良いのではないか

なということを思います。例えば、ちょつとしたイベントなどができる音響設備的な

配慮とか、展示やイベントをするための照明だとか、空調等のインフラというか、そ

ういうものの機械・設備的なものの配慮があればと思います。少し踏み込んでいいま

すと、イベントホール的にも使うことを想定すると、ステージが出たりとか、客席が

増設されたり引っ込んだりとか、ある程度柔軟に使えるほうが良いと思います。体育

館という名称からいうとスポーツが中心になると思いますけれども、それに加えて文

化的な事業や市民活動的な事業も、そこでもできるのだという設備的な内容です。こ

ういうものをできるだけ配慮できればと思っております。それから使い分けについて

は、門真市全体や周辺の体育館あるいはスポーツ施設への関連も鑑みながら、今回の

体育館については機能を選択した方が良いのではないかということです。例えばなみ

はやドームであるとか、そういうものとの使い分けが合理的・効率的に考えていけた

ら良いと思っております。それから全体構想の中で整理されていますが、いわゆるシ

ビックゾーン、今回の新体育館と、生涯学習複合施設が駅前の地区になるかと思うの

ですが、そのあたりを含めまして門真市の玄関エリアとしての整備という発想をぜひ

全体の中では踏まえていけたらと思うわけです。それは新しい体育館と学習施設の連

携だけではなく、将来、建て替わる可能性も当然ある市役所などとの連携を視野に入

れながら整備をしていくほうが良いのではないかなと思います。更には玄関口という

ことでは、駅であるとか、道路の見え方であるとか、そういうことも配慮していく視

点も大事だと考えます。このあたりが、玄関エリアとして今後の門真の新しいまちづ

くりといいますか、モデルケースとして訪問者の歓迎のスペースになれば非常に良い

のではないかと思っています。その中で特に、歩行者ネットワークであるとか車中心

の道路が門真は多いですけれど、門真市の南側の駅前広場に一部ある、いわゆるモー

ルを歩行者のネットワークを考えた歩行者空間優先の連携も考えていただきたいと

思います。それから、建物としての見え方といいますか、これは大事な要素で、実際

に設計されたり提案されたりするコンサルタントや専門家の方々のご意見、あるいは

アイディアに期待をするわけです。対外的に発信できる要素をピックアップして、体

育のスポーツの施設の一部として取り込んでいくというようなことで、例えば歴代の
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メダリストであるとか、全国的に発信力のあるパナソニックの野球チームなどは、イ

メージをリードするものとして採用していくのもひとつの方法ではないでしょうか。

公的なスポーツ施設といえばなみはやドームがあると思うのですが、民間の色々なス

ポーツ施設との連携・ネットワークが必要です。それから今後のことになりますが、

施設運営のノウハウや、メンテナンスをしていく上で色々な発想というものを、民間

との提携も含めて検討していく価値があると思います。 

 次に生涯学習複合施設ですけれども、いま費用のこともあると思うのですが、新し

い文化的施設であるということを思いますと、市民だけではなく、外部に対しても本

市の公的な事業としてアピールできるような内容のものにしていきたいということ

です。色々な町には、規模の大小はあるものの、文化的な施設がその町自身のイメー

ジの飛躍もしくは向上に繋がったという事例がたくさんあると思います。美術館や図

書館などの文化的な施設での前例があると思いますので、そういうものもを参考にす

ることも大切なことかなと思います。それと町の玄関口ということで、この施設が最

初の具体的な建物・見えるものになると思いますので、大事なものとしてデザインす

ることと、交通施設との連携も考えてたいと思うのです。これは全体に通じる話です

けれども、市民対象の施設であり外に向けてアピールできるようなシンボルゾーンと

いうこと、今後自然の文化道、あるいは都市空間の美化ということの起爆剤になるよ

うになれば素晴らしいなと思います。インパクトを与えるということを思いますと何

か特色ある優れたデザインというものを専門家の方に大いに期待をするところです。

更にはアピール度を高めるということからデザインを統括的にする、新体育館である

とか、今後の市庁舎の色々な公共施設の建替えであるとか今回の対象の文化施設も含

めまして、統一的なデザインをシステムとしてご検討していきたいと思います。アド

バイザーという形での人の選択も対外的なアピールにも繋がるのではないかと思い

ます。それから、周辺エリアとの積極的な連携、お互いのやり取り、干渉ということ

もぜひ考えていきたいと思います。今の市庁舎のシビックゾーンであるとか、向かい

の体育館とのエリア、それから今回できる北側の新しい広場と南側の既存の広場、こ

ういうものもやはり立体的に捉えていく必要があるだろうと思います。周辺の地域へ

の浸透ということで、例えばより北側の石原幸福町地区であるとか、東西南北の隣接

地域に染み出していくような視点が必要ではないかと思います。特に駅との連携が大

事だと思います。古川橋駅の高架下だとか、そういうものも含めて再検討していくと

地域的な広がりが出てくると思うわけです。その連携の中でルミエールであるとか、

色々な文化事業にも使用されています小さな広場、中規模な広場、それらのモール的

な歩行者的なスペース、そういうものの全体的な連携というのがより強まるのかなと

思っております。それから少し時代が過ぎていきますと、現在ダイエーなどが入って

おります大きな商業施設もリニューアルであるとか、テナントが入れ替わって別の形

のものになっていくとものとの繋がりも当然出てくると思います。あのような大きな

施設の中の内部オープンスペースとこのモールであるとか、あるいは今回の新しい文

化広場との繋がりだとか、そういうことが出てきても良いのかなと思っております。

建物が文化施設ですので建物の設計だけでなく、敷地全体としての捕らえて進めてい

ただきたいと思います。建物自身の機能に加えまして野外でのオープンステージであ
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るとか、イベントができるような仕掛けのもとになるインフラの用意、それからシン

ボルゾーンとして緑が比較的少ない町でもありますので、緑を積極的に取り入れて鎮

守の森的な何か集積した緑地みたいなものも必要と思います。また、パナソニックさ

んの安藤忠雄さんのさくら広場と連携して、第２のさくら広場のようなものもあり得

るのではないかと思います。地元の特性である沼地というのを活かしたたような施

設・空間作りもオープンスペースの中で考えていけたらと考えています。全体の憩い

の場ということを思いますと、年配の方が結構多い町でもありますので、若者中心に

なりがちですけれども、大人対応ということで良いのではないかと思います。あとは、

そういうものが実現した場合、運営や維持管理は市民の有志であったり、近隣地区の

地元の参画であったり、ＮＰＯだったり市民団体の参画が考えられ、各部門協調しな

がら進めていけばと思います。市民と協働できるようなものとしては、掃除であると

か、植え替えだとか、水遣りだったりとかがあると思います。それから、防犯・犯罪

については現在の派出所の場所なども工夫したり、エリアの中に店舗を誘致して、店

舗運営者の目から監視をしていくというような仕組みを考えていけ良いのではない

かということです。文化施設などについては、順番に増殖していくようなイメージを

もって施設を考えていくということも必要であろうと思います。 

 生涯学習施設ということですけれども、私ども今かかわっております市民運動団体

ということから申しますとアート的な機能というか、そういうものの盛り込みもぜひ

ご検討していただきたいというのと同時に、大きな施設でもありますので、やはり商

業的な賑わいも併せて視野に入れてみたら良いのではないかと思うとともに、柔軟に

取り込めるような施設計画というようにまとめていけば良いと思うわけです。 

 それから全体でいいますと、維持管理等を含めて持続的な委託やオープンスペース

でのイベント、あるいはギャラリー展示などが大事だと思いますので、そのようなこ

とが認められるような施設としての発想ということもお願いしていきたいと思いま

す。あとは、元々からあります図書館機能であるとか、集会的なものに加えまして、

より具体的な発想の中から各種スペースというものを、既存の活動も視野に入れなが

ら取り込むことも考えていただければと思います。あと生涯学習施設としては、パナ

ソニックであるとか海洋堂のコンテンツなどの活用が考えられます。体育館につきま

しては、パナソニックのスポーツだとかということもあるかと思いますので、施設の

イメージをリードするような要素としてご検討いただくこともひとつのアイディア

かなと思っております。 

 

下村委員長  ありがとうございます。基本構想から基本計画に両方含んだような全体の話からデ

ィテールの話まで色々意見整理ということで、ご説明いただきました。この中身につ

いて委員の皆様からこれはどういう意味なのかとか、そういうご質問がないかどうか

確認させていただいて、それが具体的にどう盛り込まれたのか、どう考えたのか、全

部入っていますよなのか、いやいや全然入っていませんなのか、それはないと思うの

ですが、そのあたりの回答も含めて後ほど事務局からご発言いただけたらと思います。

まず、書いていただいている内容でございますが、専門的なところも結構あろうかと

思いますので、少しわかりにくいところがあればどうぞご遠慮なく清澤委員にご質問
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いただければと思いますので。いかがでございましょうか。 

 

岡本委員  よろしいでしょうか。 

 

下村委員長  どうぞ。 

 

岡本委員  少し質問だけさせてください。 

 最初にありました、別の要素としての機能を盛り込むというところがございました。

体育館で色々なイベントができないものかという話なのですけれど、基本的に私ども

の方は体育館は一般にスポーツをするような方向で進めてほしいと思うのです。こう

いうイベントの方は複合施設の方でまかなえる項目だと思うのです。それとその下に

もうひとつ、スポーツネットワークをなみはやドームとの連携をということになって

おりますが、なみはやドームは確かに門真にありまして、門真スポーツセンターなみ

はやドームとなっておりますが、これはまるっきり門真とは関係ございません。使用

する側としましては、利用したくても日程が取れない、会場費は高い、我々市民レベ

ルで利用できるような施設ではございません。今そこへ行っておられるのは水泳の関

係の方で、門真市にはプールがないので、水泳の関係の人はある程度行っておられま

す。一般の我々の市民でスポーツをやっているのは一切ではないですけれど、私ども

の卓球レベルでは年に１回だけ使用させてもらっています。仮にメインホールを 1日

借りますと２５万円かかるのです。我々大会をするのに５０万円集めようとしたら４

面を１５０チーム６００名から７００名からの人を集めないと採算が取れない状態

なので、あそこで大会をするときはいつも赤字覚悟でしています。それでやっていま

すので簡単にあそこの施設を利用しようという考えとは、少し違うのではないかと私

は思うのです。それとあと、スポーツジムでもなみはやドームでは一回７００円の費

用がかかるのです。普通市民レベルですと３００円ぐらいです。これだけの差がある

のです。簡単になみはやドームが門真にあるからといって、あそこに良い施設がある

のではないかという考えはいかがなものかと私は思うのです。そのあたりだけ少し分

かっていただければ、そのために新体育館で、我々が利用できるようにお願いしてい

ます。それと、元に戻りますが体育館のメインホールの方では昔みたいに舞台設備と

いうのはほとんど作っておりません。スポーツ競技のメインで体育館というのはでき

ておりません。施設の大きいところは観客席がメインの壁から出てくる施設がたくさ

んあります。守口の体育館とか、四条畷の体育館は全部そういうふうになっておりま

すが、そこであらためてイベントのための空調設備とかそういうのは必要ないと思う

のです。空調設備も非常に問題がありまして、守口市さんもあとからクーラー等をい

れました。寝屋川市さんもあとからクーラーを入れています。これは後付けというこ

とでダクトが低いのです。そうするとバトミントンとか卓球などをするのは、バトミ

ントンならシャトルが散ります、卓球の場合はボールがゆがみます。それで夏場でも

空調なしでやっているのです。そういうのがありますので、空調関係でも一定の高い

ところからミスト的にずっとおりてくるような空調でやってもらわないとダクトで

やると安いらしいのです。そうすると風でボールが散るという影響が出て、後付けの



 - 9 - 

ところは大変苦労されているようです。そういうもので体育館の方は体育館施設とい

う固定的に考えていただきたいと思うのです。 

 

清澤委員  これから造る施設でありますから、もちろん文化施設の方にそれだけの大きなスペ

ースですね、展示とか実現できるとそれに越したことはないのですが、以前は市立体

育館で文化祭等の場合に展示をしたりとかの用途で使っていたケースもありました。 

 

岡本委員  そういうものはそのままで使えますので、それはそれでいいと思います。 

 

清澤委員  そのままですと、なんとなくごく一般的な展示になるわけですよね。ただ私が申し

ますのは、それをやるときにある程度相応しいのは照明装置がそれに応じたときには

それに切り替わるとか、それから空調もそうなのですが後付けでは無しに最初から体

育もあるし、そういうイベント、例えば大きな集会などもそこでやれると想定した中

で空調設備なども最初からしておきますと、それはそれで実際運動されます時の機能

を阻害することなしに、やることは可能だと思うのです。これは予算がたぶん限られ

ているのですよね。そんな中で例えば１００を１２０にした分だけである程度の集会

だとか、イベントも体育館でも、もちろんスポーツ優先だということは当然だと思う

のでけれども、年に何回かのそういう市の行事とかもそういうことでそこを使えると

いうことので、可能性を持たせておけばいいのではないかなと思います。それからス

ポーツ優先にもかかわらず、その活動が阻害されるというのは本末転倒だと思うので

す。何かうまく柔軟にお互いが利用できるような考え方というものを体育館の中でも

持ちこめれば良いのではないかと思います。 

 

岡本委員  わかりました。 

 

清澤委員  ステージにしましても、客席にしましても中でやる運動機能をメインにして、それ

に加えて何か最初からある程度手配をしておきましたら、若干投資費の中で施設自身

がより多機能に使える可能性があるのではないかなと考えています。一般に多機能と

申しますと、あれもこれもということになるかと思うのですけれども、それは岡本さ

んがおっしゃっているように体育施設ということをメインとしてサブとしてなにか

をやる。その際に体育館をそのまま利用してということでは無しに、少しイベントホ

ール的なバックとしてのインフラがそろっておると、非常に施設としても充実したも

のになるのではないかとそういう発想になります。なみはや等は私も実際にはよく知

りませんので、せっかくそういうインフラがあるわけですから、何かうまく柔軟に使

えれば良いなという程度の発想なわけです。今、ここにプールがなければ、なみはや

を利用していただくというのも連携になるのではないでしょうか。 

 

岡本委員  そうですね。プールに関しては。 

 

清澤委員  お互いに補完施設としての発想とか、そういうことを大いに考えていったらどうか
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なということを思っておるわけですけれど。 

 

下村委員長  はい、ありがとうございました。 

 

桂委員  なみはやドームに関係していましたので、少しよろしいですか。体育館で音響で何

かをやったときにはものすごくハウリングするのです。向こう側に。幕をしないとで

きなかったり、ホール的なのは中々難しく例えば大阪城ホールとかでしたら、色々な

ことができるのですけれども、門真市さんの体育館は大型な全国大会をするというよ

うなことよりも、市民の大会ということなので、あまり観客席をたくさん用意しても、

それだけ器具を入れる倉庫が少なくなるのです。そのあたりを踏まえて検討する必要

があると思います。それとなみはやドームは確かにそうなのですけれども、プールは

券を出して使っておられるのでしょうが、水はぴか一です、なみはやは。確かに今お

っしゃったように広域型の施設ですが、府は大型な広域型、大阪府全体としての日本

選手権ができるような使い方なのです。ですが、毎日行事があるわけではないですか

ら、できるだけ中学生などの大会もあそこでしたら本当に喜んでもらえると思います。

そういう大会であるとかオープンにして、障がい者の方も泳いでいただくことができ

ますし、様々な展開が可能になっています。しかし、日常的にはやはり値段も高いし、

予約も難しい。サブの体育館がありますけれど、あそこで近隣の色々な大会をされた

りするニーズがあっても中々入り込めない状態です。値段も下げて、色々な教室をす

るということは良いのですが、あそこがあるから門真市ではいらないのではないかと

いうこととは全然違うということです。 

 

岡本委員  その通りです。 

 

下村委員長  ありがとうございます。他、何か質問よろしゅうございますでしょうか。本委員会

で基本構想を考えていく上で今、清澤委員のお示しいただいた中でかなりの部分検討

してきた内容も入っているかと思うのですけれど、何かこのへん全体を通してでもい

いですし、部分的でも結構ですが事務局か RIAさんの方から何かありましたらお願い

したいと思います。 

 

事務局  清澤委員の方から、基本計画のようなものからまちづくりまで多岐にわたりまして

ご提案いただいております。また、のちほどお話させていただきます資料の中でも、

例えば部屋の機能等を列記させていただいておりまして、その中にも当然ご提案いた

だいているものも含まれてはおります。また屋外空間との関係性につきましても整理

させていただいておりますので、今日以降の議論の中に含めましてできるだけ盛り込

んでいきたいと思います。先程、費用の関係等もお話いただいておりましたけれど、

一応市の財政見通しの中では体育館につきましては２８億円くらいを想定しており

ます。生涯学習施設の方は３５億円を想定しておりまして、このあたりは動いていく

数字だと思っておりますので、今のところお示しているのは、一応そのようになって

います。 
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下村委員長  そのような概算見通しのもとである程度のものはできるという前提のもと、色々こ

こではご意見をいただけたらと思います。あと私から申し上げますと、清澤委員がま

とめていただいたものも、今回基本計画を作って次の段階でどのようなものができる

かポンチ絵というのですか、モデル図を最終的には作っていき、それを建設するには

どれぐらいのお金がかかってということが最終のアウトプットになってくるかと思

うのです。ですが、モデル図を作る条件設定が結構大事だというふうに理解していま

す。例えばどういうイメージの場所にするのだ、どういうことは最低限守っていただ

かなければならないのだ、そういう条件をどこまで提示して基本計画の平面図を作り

上げて、ポンチ絵を作るかなのです。ポンチ絵というのは、たまたまこの条件に基づ

けばこんなのができますということですので、その通りにはできないというのが通常

でして、予算の面もありますし、更に良い提案が出てきたらそっちに変えていけばい

いですし、その良い提案の中でも、絶対に揺るいではならない、動いてはならない条

件というのはこれだけですというところを示す。絵が出てくる以前の条件設定のとこ

ろの基本計画のとりまとめが非常に大事になってこようかと、個人的には思っていま

す。たまたま出てくる案は１案だけですので。そこで今日いただいた資料の中で本市

として、ここの委員会として絶対にこういうところは課題として残しておいて下さい

ねということを書いてますし、それと例えば歩行者系ネットワークの考え方というの

が１ページの少し体育館のところで言われましたし、玄関エリア、市の顔としての核

づくりとしての施設のイメージを作って下さい。これは書いたらいいと思うのです。

ところが、歩行者系ネットワークとかビオトープを設けるとかというのは提案になる

と思うのです。プロポーザルもしくは提案書の中で出てくる可能性があるのです。で

すからこれは事務局やコンサルさんの方でしっかりと条件にしていくべき課題と、こ

れはプロポーザルだからこういうことを言っておけばこういうプランが出てくるで

あろうというふうなところと仕分けしていく必要があろうかと思います。 

 ですからこれは清澤委員のグループ、もしくはご本人のこうやったら良いという具

体的なプランというのはひょっとしたらここでは、そういうおよびしろがあって最低

限人々が集えて休めて憩えてということを書いておけば、それが樹林帯の里山のこん

もりとした森でもいいですし、少し沼地が出てくるような湿地帯を作って蓮根のイメ

ージをさせながら生物が生息できるような場所を作るか、それは選択性は提案する側

にあって良いと個人的に思っています。ですからそういうところというのは、公園の

ある自然的空間と書いておいたらおよびしろがあるのです。ですからそこにビオトー

プを作るとなるとそこから生物生息空間を作らないといけないのです。ですからその

あたりをどこまで書くか、これはきっちり整理する必要があろうかと思います。です

ので、少しややこしいです。いただいているのはずっと流れていますので、大きな考

え方から細かいデザインといいますか、場所の話までお書きいただいてますので、そ

れを少し仕分けして明確に分ける必要があろうかというふうに思います。少しお話を

聞かせていただいて大きな意味で感じ取れるところですね。あとは、先ほど体育館の

施設の話もでておりましたが、体育館を他の用途に使うか、マルチユースが可能か

色々とご意見があるかと思うのです。ですので、例えばそのバックデーターとして今
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の現状ではこれだけ埋まっていて、今度できてもかなり埋まりそうだから他の用途に

使える余地があるのかないのかとか、例えば他施設を役割分担する、これは非常に良

い意味で言うと機能分担・役割分担で、大規模スポーツイベントの時はどこかへ行っ

て、市民的レベルの時はここへ行って地区的レベルだったらここへ行ってと、色々仕

分けするというのは書きやすいのですけれど、プロポーザルされたときにこれは書い

ていません、これはここの機能でというふうに逃げられる可能性があるのです、逆に

言えば。ですからしっかりここで、どういうところを求めているのかというところは

書く必要があるのです。 

 ですからそのあたりのバックデーターとして、今ほとんどがスポーツ施設が埋まっ

ている状態だったら、かなり埋まっている状態を把握しておかなければだめだと思い

ますし、生涯学習施設も同じようなことが言えようかと思います。利用頻度というか、

利用の混み具合、埋まり具合、何かそういうのもアンケートで出てきていますので、

それもキッチリともう一回事務局の方で理解をしておいていただけたらと思います。

あとは細かいところは色々気になっていたのですけれど、マスターアーキテクト手法

がニュータウン開発の時とかに捉えている手法があります。私が住んでいるところが

実はそうなのですけれど、色々開発業者が入って住宅を作るわけですがニュータウン

全体のデザインイメージ・コードをどう作るかという話は、一人の建築家の方がキッ

チリと抑えているように実感しているところです。その建築家の方がお亡くなりにな

られたのですが、残念ながら。そういう意味で誰かが目配りできるようなシステムの

必要があるかというところも無きにしもあらずですが、それができたら今のところは

この委員会でしっかり見てきて、将来的にはどうなるか分かりませんが、少なくとも

基本計画まではこの委員会マターですので、そのあたりは皆様のご協力を仰ぎながら

やっていければと思います。あとは商業施設を盛り込んで良いとか、管理運営には市

直営でやるのか、指定管理に出すのかとかそのあたりも、現在のところでは決定事項

ではない要素も含まれていますし、ですからその時には市民サービスの向上と経費削

減を計れるような管理運営の方法を検討するというような言葉で書いておくかです

ね。ですからここに含まれているもの、基本構成で書かれてある内容を最終的にどこ

まで基本計画に持ち込んで、それを設計するための条件としておいてというところの

仕分けを、そのあたりがここ１・２回で大部分になってこようかと思いますので、少

し複雑です。清澤委員どうもありがとうございました。 

 それでは、案件３「基本計画（案）」についてということで、また事務局よろしく

お願いいたします。 

 

事務局   案件３ということで新体育館の「基本計画（案）」につきまして RIA から、説明し

ますのでよろしくお願い致します。 

 

事務局  体育館に関する資料５、資料６及び資料７をお示ししております。資料５は今回の

基本計画の最終的なアウトプットのイメージということで、目次案とさせていただい

ております。基本計画の中では、まず前回まで検討いたしました基本構想の焼き直し

といいますか、これの確認というのは当然ここに入ってくるわけですけれど、概略図
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で今までやっていただきましたので、ここの委員会では簡単にふれるだけという形に

なるかと思います。それを受けまして２の施設整備に向けた諸条件の整理ということ

で、ひとつは敷地の方の条件の関係の分と基本構想に一部入っていますが、アンケー

トから出してきた機能的な内容。２番目に既存施設との整備等を併せて必要な諸条件

の整理を行っていくということ。３番目に施設計画案ということで導入機能の設定を

するという形で主に今日審議いただいた内容になると存じます。それを受けて施設の

規模や構成等についてそれぞれ部門ごとにやっていく必要があろうかと思いますし、

３番目に概略計画ということで大きくは４つ程項目をあげておりまして、１番目に施

設計画の基本的な考え方ということで周辺との関係についてというのをここでは特

に入れさせていただいています。それから、２番目に配置計画の基本的な考え方。こ

れは敷地内での建物とその周りとの考え方。３番目に建築計画の基本的な考え方とい

うことで、機能的な設備的な面についてふれると。４番目に屋外計画の基本的な考え

方という形の４つの項目で検討をしていこうかと考えております。それから４に施設

整備にあたり配慮すべき事項ということでこれは、構成によるアクセス・動線、景観、

防災、環境、ユニバーサルデザインという形で構想から基本計画レベルでの配慮につ

いてのまとめることにしております。最後に管理運営・施設整備に向けた検討という

形で管理運営体制の検討、それから整備スケジュールの検討、あと概算事業費・管理

運営費等の検討を行うという形で基本計画としてはとりまとめをしていこうという

考え方をしております。 

 続きまして資料６につきまして基本構想のときも概要版というような形でお話さ

せていただいたような形にいたしますた。Ａ３版１枚に基本計画がどう形で組み立て

られていくかというあたりをとりまとめた資料にしてお話しさせていただきます。し

かし、今回は第１回目ですので全部は詰まっていないということで、赤字で今後加筆

予定と書いたのもございますが、このようなイメージという形で書いてございます。

当然、今回の基本計画は前回までの委員会で色々議論いただいたことをとりまとめま

した門真市の新体育館建設策定基本構想の『だれもが身近に利用しやすい生涯スポー

ツ推進拠点』という形での基本コンセプトがございますので、ここでいいますとなみ

はやドームとは住み分けというのがひとつ当然ある中で、皆様方の身近なスポーツ施

設というのを基本的な考え方にさせていただいているということでございます。それ

に３つの生涯スポーツの推進、地域コミュニティの醸成、地域の景観づくりなどを受

けて、体育館部門では「市民誰もが多様なスポーツ・運動に親しめる場」ということ

で、付帯的には幅広い交流を育む。市民に身近な憩いの場での機能をある程度とどめ

ていくとでございます。一方、これまでの話としてアンケートによるニーズというの

が、資料の上の方に記載してございますけれど、施設までの交通手段の問題とかでは

自転車が主体だったりとか、自動車のニーズもあるということです。競技種目、諸室

のニーズも色々ございました。それから飲食や交流スペースのニーズがでているとか、

利用人数とか大きさで申しますと団体では競技は別にしましてだいたい２０名以下

の人数での利用がアンケートの中で出てきたかなと思います。諸条件の整理のうちの

もうひとつは敷地という話ですが、具体的にとりあえず画を描こうということになっ

ていますので、ある程度敷地がないと画がかけないという話なのですが、現在、最終
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的な確定をみていないということですが、だいたい敷地が５４００㎡ぐらいになるの

ではないかということで、場所的には、そこの右にありますところの建設予定地と青

色で囲んだところになりますけれど、用途地域的には第２種住居地域といわれるエリ

アになっていまして、建物が敷地に対して６割まで建てることができます。容積率・

延床面積という形なのですが各階を足し合わせたものが敷地の２倍まで建てること

ができますという形になります。その結果、仮に５４００㎡の土地があるとすれば３

２４０㎡程の建築面積が可能で、許容床面積としては１０８００㎡という形、これは

最大という形になります。当然、まだこれだけ使うかどうかは検討中ということです。

それからもうひとつ、その右にあります計画敷地周辺の現況分析でございまして、１

０項目ほどあげさせていただいております。これは先般の第３回策定委員会の時に委

員の先生方に町歩きをしていただいた内容を基本的にはまとめているということに

なってございます。資料の１１を見ていただきますと、ここに計画地域周辺における

課題整理ということで、今あります画をおおきくしたようなものがございます。これ

は先般第３回策定委員会におきまして色々ご意見をいただいたものを事務局でまと

めさせていただいた内容になってございます。いくつかありますが、体育館がこの青

い部分で生涯学習が緑の色で書かれております。体育館の周りといいますとひとつは

体育館については南側にある緑の道の保全という話もでておりましたし、民間施設と

の共生ということでは、見ていただきますとすぐ横に青くなっているスポーツクラブ

がございますので、そのあたりとの共生という話がやはり必要であろうということも

出ております。前の道路は今のところ自動車が主体ということで、最終的には都市計

画道路でもう少し広がるという道路ではございますけれど、そのあたり体育館ができ

ますと自転車での移動という話も踏まえてそのあたりの環境整備も必要だろうとい

うような話などでございます。あと道路で言いますと京阪電鉄の北側の道路について、

歩道に整備というあたりが、古川橋駅からの動線についてはそういう話もございます

し、あと鉄塔による景観阻害への対応ということで視線を下に、上に向けないという

話であったかと思います。あと、せっかく体育館ができて生涯学習複合施設を作ると

いう形になってそこの間の東西のエリアの連携ということで体育館のあるあたりは

そのまわりが市役所とかシビックゾーンという場所になりますので、そのあたりとの

連携ということがあります。ということでございます。ついでに生涯学習複合施設の

周りということで言いますと、商店街との連携の話とか商店街の賑わいの向上を求め

るとか、周辺商業空間を良好に誘導するデザインの検討とか、アプローチの問題等が

ございます。あと、古川橋駅の北側前面につきましては広場を設けていくというお話

がまち歩きでは出ていまして、そこのゲート性というあたりとの関係。あと壽命院の

景観保全樹木とかの緑についての良好な都市空間の形成についてなど、まち歩きの中

で主に出てきた内容かと思いまして記載しております。そのあたりを受けながら、ま

とめて行くという話の内容ということでございます。また、資料６の方に戻っていた

だきまして、そういうことを受けながら導入機能を設定していくということで諸室は

次のところでということになりますが、体育館、その付帯施設、管理・サービス部門、

それからいわゆる外構施設の外回りの部分ということで、それぞれ機能について書き

込んでいます。体育館にはメインとサブのアリーナと武道室を畳と床仕様の２つの種
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類。あと多目的スタジオを２つぐらい、いまのところそいうふうなものを基本に考え

てはどうかという形で書かせていただきまして、そのあたりを受けまして施設の概略

計画ということで先ほど申し上げました４点ということで、敷地計画、配置計画、建

築計画、屋外計画というようなものをとりまとめいくということでここでは狭いので、

それについてはまだたたきのたたきみたいな形なのですが、次のページのところにこ

んな感じかなという感じで書いています。敷地計画につきましては、先ほどお話しま

した市役所周辺のシビックゾーンから生涯学習複合施設のありますあたりと体育館

との関係をどうしていくのかということを話し合っていただければと考えておりま

す。そのあたりを受けながら、配置計画という中で敷地内での施設とか駐車場、広場

等を含めた配置をその中では検討していくという議論の中で南側の緑道の話も出て

おりましたし、周辺からのアプローチというあたりも必要ではないかと思っておりま

す。顔作りというあたりもこのへんの中でしようかなと。建築計画はまだこれからと

いう話になろうかと思いますし、配置という形では屋外空間との関係、屋外空間につ

いてはどうしていくのかというあたりをひとつ、まとめていってはどうかということ

を、最終的にはこういうものを埋めて概要版という形のとりまとめをさせていただく

という形で、あと６の最後のところに施設整備にあたって配慮すべき項目ということ

で５項目記載をさせていただくという形でだいたいイメージ的なとりまとめをして

いくという形で考えております。 

 続きまして資料７です。門真市の新体育館基本計画 施設の機能・規模の検討①と

書いてございます。敷地面積はまだ確定はしておりませんが約５４００㎡ぐらいの敷

地になりそうだということで聞いておりまして、先程のような形になってございます。

メインアリーナの規模というのは書いてありますけれど、その前に下の３の類似・市

内体育館の整理ということで見ていただきますと、上の方はだいたいこんなところが

というところと、枚方市と寝屋川市の体育館のものをあとは市内にあります市民プラ

ザ体育館となみはやドームを入れております。市民体育館についてはメインのアリー

ナは約１０００㎡という形になっておりまして、バレーボール・バスケットボールが

２面、バドミントンは６面という形になっています。なみはやドームは先ほどありま

したけれど全国規模のという話があって、ここでは３５００㎡ということですから、

市民プラザの３．５倍ほどあってここではバレーボールは５面とかバスケットは４面、

バドミントンだと１８面、観客席は６０００人とこれは次元の違う話かなと思います。

そんな概況です。枚方市さんの方は１７００㎡程あってバレーボール、バスケットが

３面という形になっています。ここも観客席が１０００席あるという形になっていま

す。寝屋川市さんの方は１５８４㎡でバレーボール２面、バスケットボール２面、バ

ドミントン３面という形で観客席が６３２席という形になっています。両方のサブア

リーナについては約４６０㎡、４０５㎡とかでバドミントンが３面ほど、これは公式

試合ではなかったと思いますが、一応コートとして取れるという形の広さになってお

ります。その他武道場がそれぞれ７７０㎡と６６６㎡で柔道場として枚方市さんは柔

道・剣道で２面２面、寝屋川市さんは１面１面という形になっている形の体育館で、

枚方市さんは８５００㎡、寝屋川市さんが約７０００㎡ぐらいとなっています。その

他は関東とかが多いのですが、だいたいメインアリーナが１５００㎡ぐらいから２０
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００㎡くらいのところが多い形になっていまして、サブアリーナとしては６００から

７００㎡ぐらいが多く、バレーボールが２面とかバスケットボールが１面という形の

サブアリーナを持たせているところが多いようです。その後は武道場があったりなか

ったりとする形になっています。だいたい６０００から８０００㎡くらいの規模とい

うのが、それぞれの市の体育館としてできていて、だいたい一般的にはこういう市が

設置している体育館というのは観客席をお持ちだということですが、今回、こちらの

計画の中では観客席は割合と中ぐらい、全く無いということではいけないだろうとい

う話があるのですが、それほど大きくは積極的には設けないというような形で考えて

いきたいなと考えています。ということでだいたい学校体育館だとメインアリーナは

１２００㎡ぐらい地域の体育館ということでいきますと約１５００から１８００㎡

ぐらいで国体規模の色々な大会をするということであれば、２０００㎡くらいあると

いう形でございまして、それでどんなことができるのかということですが、参考的に

だいたい１５００㎡くらいでどんなものができるかということで３枚程めくってい

ただきまして１０ページのところに４５ｍ×３６ｍという大きさで出させていただ

いておりますが約１６００㎡くらいになりますが、この中でだいたいできるものとい

うとフットサルがだいたい１面は取れます。バスケットコートだと２面、バレーボー

ルコートも競技としては２面という形になっています。バドミントンだと８面取れま

す。卓球だとコートとしては１５面、通路等をどうするかというのはあるのですが、

一応、１５面近く取れるというような形の大きさがだいたい１６００㎡くらい前後の

のメインアリーナだとだいたいこれぐらいの競技が一度にできるというような形の

大きさということでございます。それを受けまして前後になって申し訳ありませんけ

れども８ページの方を見ていただきまして、導入機能の検討ということで基本コンセ

プトは先ほども言いましたけれど、『誰もが身近に利用しやすい、生涯スポーツ推進

拠点』ということで、本施設では生涯スポーツの推進、地域コミュニティの醸成、地

域の景観づくりを目指すというこの３本柱をもとに導入機能の検討に深く関係する

ものは生涯スポーツの推進と地域コミュニティの醸成が関係するかなと思っており

まして、生涯スポーツの推進ではいわゆるサークルとか団体の競技練習等の環境の充

実ということでアリーナが必要であろうと考えます。地域の市民競技大会の確保とい

うことでアリーナと観覧機能という話、それからレクリエーション・イベントの場の

確保についてはアリーナとかスタジオ機能、個人で気軽にスポーツ･運動に親しめる

環境の充実ということでは、スタジオとか健康増進機能とか、健康づくりの拠点とし

ての機能の充実では健康増進機能というのが求められるのかなというように考えて

おります。 

 それから地域コミュニティの醸成ということで、交流の場の充実ということでこの

中で色々と滞留とか飲食機能とか情報発信機能。休憩の場の確保ということでは滞留

機能、飲食機能。誰もが使いやすい快適性の確保で競技サポート機能とか子育て支援

機能。活動のオープン化（見える化）と共有化の促進ということで滞留とか情報発信

機能という形がでてくるのかなと思います。 

 それからアンケートの結果としましては、体育館の個人的利用のしやすさの向上が

求められているという意見がありました。それから予約の取りにくさの改善とか、地
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区大会が開催できる環境の確保とか、子育て世代の利用のしやすさの向上、多世代交

流の場の促進というようなことがございまして、それぞれ真ん中に書いてある機能が

考えられるという中で、展開としてはランニングコースや健康遊具の導入とかサブア

リーナや多目的スタジオなどの諸室数の増加という形の中で個人利用ができる部分

を増やしていくとか、多目的スタジオをコンパクトにして諸室を増やすとか、地区大

会ということで観覧スペースの確保というのが必要かなと考えます。それから子育て

サロンとかプレイルーム、授乳室など幼児体育室などの子育て支援的な部分とか。多

世代ということでは子育てサロンとか交流スペースの確保・充実というのが考えられ

るかなということです。どんなものが考えられるかということで、８ページの右側に

あげさせていただいておりますが、導入機能・諸室規模の検討ということで体育館で

はメインのアリーナをだいたい１６００㎡ぐらいの規模で作ったらどうかと考えま

す。それからサブアリーナについてはバスケットができるくらいということで７００

㎡強くらい設けてはどうかというのと。武道室としては畳仕様の柔道系のものと床仕

様ということで剣道系のものを２つ作る。あとスタジオ機能としては２種類の大きさ

であわせて５００㎡強くらい。あと観覧機能として観覧席というよりは観覧できるス

ペースを設けるというような形で考えたらどうかということです。あと子育て支援と

しては幼児体育室みたいなものとか、健康増進という意味ではランニングコースとか

というのが考えられる。あと付帯機能として競技のサポートという形で少人数２０名

くらいまでということで会議室を設けるとか、シャワー・ロッカー、あと倉庫、控室

的なもの、救護室。あと当然滞留・飲食の場所という意味ではエントランス、交流・

休憩スペースを設ける。子育て用の諸室を設けるという話。あと管理の中では防災機

能というものをここでは取り上げさせていただいておりまして、体育館というのは災

害時の市民の避難所ということもありますので、それに備えたような防災備蓄倉庫的

なものが必要かなと思っております。あと当然、事務機能とかサービス的な機能が必

要だろうと思います。あと外構側でいくとサービス的な機能としては駐車場・駐輪場、

それから健康増進・滞留機能という形が必要になってくるだろうなというように考え

ています。というようなことを整理していくという形で今は構成をとりあえず考えた

ところです。大きさについては今後これから色々検討していくということですが、だ

いたいこのようなことです。 

 それと９ページですね。導入機能の設定ということで言葉であげさせていただいて

います。体育館部門で導入機能の設定ということで、ひとつはアリーナ機能です。方

針としては、市民利用を主体とした主に競技・武道・スポーツの練習の場とする。競

技大会は地域の市民競技大会が開催できる規模のものとするということでメインア

リーナ、サブアリーナ、武道室を設けるというものです。それから２番目のスタジオ

機能ということで、ダンスや軽スポーツなどの練習の場、及びスポーツ教室などの運

動や健康づくりに関するイベントが開催できる場ということで、多目的スタジオとか

あとイベントということでクライミングウォールみたいなものもあるのかなと考え

ています。あと健康増進機能として、方針として市民が健康増進のために個人で気軽

に利用できる場とするということで諸室等ということでランニングコースとか健康

遊具これは屋外になるのですがそういうものも考えております。あと観覧機能として、
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地域の市民競技大会等の開催時に観覧・応援ができるスペースをメインアリーナの２

階周辺に設けるという形で観覧スペースというものも必要かなと存じます。子育て支

援機能ということで、子育て世代を対象とした子供と一緒に運動できるスペースを設

けるということで幼児体育室というようなことが考えられます。あと付帯部門では、

滞留機能ということで方針としては、体育館を利用する市民同士が交流できるフリー

スペースを設けるということで、付帯部門の他の機能との関係について、スペースの

利用方法や管理方法も踏まえて検討していくとなっています。これは交流・休憩スペ

ースという形です。あと飲食機能ということで主として体育館の利用者が軽食や飲み

物を取れるスペースを確保するということで、ここも交流・休憩スペースという中で

ということかと考えております。また競技のサポートということで体育館部門として

必要になる機能やイベントを開催するにあたり必要になる機能。またはスポーツをす

る人の利便性を高める機能を設けるということで、体育館部門の機能との関係につい

て、利便性に配慮した機能配置の検討を行うということで、会議室とか、シャワー・

ロッカー、倉庫・器具室、控室、救護室というようなものが考えられます。あと子育

て支援機能としては、子育て世代も利用できる施設として必要なスペースということ

で、子育てサロンとかプレイルーム、授乳室みたいなものが付帯的分ということでは

考えられるかなと思います。それと情報発信機能ということで体育館の利用者からの

情報発信や、イベント開催等のスポーツを通じた様々な情報発信のためのスペースを

設けると。ハード的には体育館を利用する多くの人が目にするような場所に配置し、

ソフト的には発信機能についての検討も行うということで、エントランスとか交流・

休憩スペースがこういうプランになります。あと管理・サービス部門の導入機能の設

定ということでは、防災機能ということで、方針はアリーナ機能は災害時における地

域住民の避難場所として機能を併せ持つことを考慮し、避難場所に必要な備蓄物資等

を保管するスペースや設備を設けるということで、防災備蓄倉庫や広場などがありま

す。あと事務・管理機能等がでてきますし、サービス機能で当然、トイレとか給湯室、

廊下、階段、エレベーター、機械室等といったものが出てくるということで、そうい

うもので構成してはどうかということで、今日はこのあたりの導入する機能について

色々ご意見をいただければと思います。 

 とりあえずはここまでということで、説明を終わります。 

 

下村委員長  ありがとうございます。少し近くにできるので次も続けて…。どうしましょうか。

やはり分けてご意見をいただいた方が、少し質が違いますので。今、ご説明いただい

た件に関しまして、何かご意見もしくはご質問がありましたら委員の皆様よろしくお

願いいたします。 

 

山田委員  よろしいでしょうか。 

 

下村委員長  はい、どうぞ。 

 

山田委員  体育館の機能なのですけれども、一番感じましたのが、個人で気軽にスポーツ・運
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動が楽しめる環境の充実ということで、健康増進機能ということでこれを考えられて

いる方はランニングだけではなくて、トレーニングルームみたいなものを希望されて

いるのではないかなというように私は感じておりましたのが一点です。体育館で子育

て支援機能として 150 ㎡の幼児体育室というのを書かれています。これがあればトレ

ーニングルーム室等も考えられますし、要は子育て支援機能はこのプレイルームを兼

ねて使えないことはないと思っております。それともう一点は、体育室みたいな形で

使うのであればこの武道室の床とか畳とかそちらの方でも幼児の場合は使えるので

はないかと思っています。トレーニングルーム室がないというのは少しひかかってい

るのですけれど。器具とかそのお金の面なのでしょうか。次に、前も少しお話させて

いただいたのですけれども、水中運動ができる施設がほしいなと、門真市にはないの

で。なみはやドームに行けばプールはあるとおっしゃっておられましたけれど、本市

の南の地域ですので北方面には全くなくて、こちらの方の利用が向こうではどれくら

いあるのか。市民プラザで割引券等が発行されておられるのですけれど、作るのであ

ればそういう形で体育館の中にそのような２５ｍのプールもいりませんし、何コース

もいらないので水中運動として歩くだけのものとか、そのような水中運動ができる設

備を作っていただければ障がい者の方も利用できますし、これを見ていると障がい者

の方のスポーツに関するものは含まれておりません。そのあたりももう少し、地域の

連携・共同ですかそれと多様な生涯スポーツの活動拠点ということであれば、月並み

というといい方が悪いのかもわかりませんが、どこにでもあるような体育館ではなく

て、将来的にも門真市で有効利用できるような少し他の市にはない、そういう設備の

ある体育館を作っていただきたらなと思っています。 

 

下村委員長  ありがとうございます。事務局何かありますか。今現在で答えられる範囲だけで結

構かと思いますが。 

 

事務局   トレーニングルームや水中運動につきましては、今回の予定地の前に民間のスポー

ツクラブ等がありまして、そことの連携と共生ということで今回の資料１１に書かせ

ていただきました。そういう観点で今回は案では盛り込ませておりません。幼児体育

室とプレイルームの観点で今回の判断は盛り込ませていただいてはおりません。また

幼児体育室とプレイルームの連動というか一緒にできるのではないかということで

すけれども、各市でもいわゆる柔道室とかそういう畳のところを活用して子供さん向

けの体操教室をやっているというのは聞いております。ただ子育て世代への支援とか

そういうのは、言えば目玉ではございませんけれども、そういう子育て世代も呼び込

みたいというところもありまして、幼児体育室というような名前と機能を書かさせて

いただいております。障がい者スポーツにつきましても、今回の文言等では出ており

ませんけれど、アリーナ、サブアリーナにおいては障がい者のスポーツは競技として

できるのかなというふうにも考えております。 

 

下村委員長  ありがとうございます。水中施設がほしい、これはできない、これはどちらか決め

ておかないとしかたがないですよね。面積的なこともあるでしょうし、維持管理もあ
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るでしょうし。 

 

山田委員  そうなのでしょうけれど、お年寄りの方のためにあればと思います。 

 

下村委員長  どうでしょうかね。機能としても新たにひとつプールではないのですね。 

 

山田委員  プールではないのです。 

 

下村委員長  水の中を歩けたり。 

 

山田委員  水中運動ができたり。 

 

下村委員長   水中運動ができる。 

 

山田委員  歩いたり。 

 

下村委員長  泳げないこともないのでしょうけれど。そういう健康増進･･･。 

 

山田委員  どうなのでしょうか。お年寄りの方等は特にその中に水着で入って体を動かしたり

するとうことは、結局、水中では浮力があるので体を動かしてどこか体が悪いところ

をお持ちの方でも、自然と水中では動かしていけるというような健康増進に繋がる、

今注目されていると思うのですけれど。どうなのでしょうか。研究しないといけない

ですね。 

 

桂委員  民間のプールなんかで１コースだけそういうふうにしたりとか、色々とあると思う

のです。障がい者スポーツの場合は長居のスポーツセンターが一番良いのですけれど、

温度を高くしているのです。年間に夏だけでないと無理だと思うし、かなり温水設備

の投資をしないといけないと思います。切り分けで言えば縦割りではないので、もし

かして健康増進の一部になるのでしょうか。他市の健康増進の施設は、健康増進セン

ターというものがあって、そこでトレーニング機械とか、１０回で１クール終わりま

すよとか、小規模のプールがあってそこでリハビリしたりとかといようなことはあり

ますけれど、少し目的が違うのです。地域だからその目的も一緒にしましょうという

オール市としてそれは必要ですよ、ということであれば特化すればいいでしょう。私

は、できれば多目的、部屋はそう大きくなくてもよいのですけれど、卓球でラリー卓

球という障がい者の防音されたところはあまりないのです。防音の小さい部屋、これ

ぐらいのところでできるのですけれど、ひとつだけを防音にしておくなど、普通の部

屋でなくて一部屋ぐらいでもそういう部屋があったら、障がい者の方や卓球をする人

が門真市さんに多いので、それを先進的にしていくとよいと思います。どんな種目で

も良いというのは無理なので、何にでも使えることを考えれば、一部屋ぐらい防音に

しておいたら使い勝手がいいのではないかなと思います。 
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下村委員長  ありがとうございます。そのあたりで今回全部作ってしまうのだったらご意見をひ

とつ防音壁を使った部屋を作りますというように書けるのですけれど、今度水中運動

が、水の運動ができる施設が条件として入れておくか、今のような防音装置の持つ部

屋がいるというように、どこまで書くかですね。プランの中でそういうのが出てきて、

この導入機能の検討というのは少なくともここにあげている機能のこれが入ってい

なければ設計条件不適格になりますね。ですからとても注意が必要だと思うのです。

こちらとしてどこまで提示するかなのです。基本計画で考えておくとこれで決めてし

まって、１案を作り上げていくというスタンスでいくのだったら、このままでいいと

思うのです。これは次のプロポーザルや実際の実施設計を入札するときもう一回要綱

を作るわけなのですけれど、その要綱の時のプランはこれをそのままいきませんと。

この中で大事な要件だけを次に引っ張っていくというようなところで、今回はアンケ

ート調査、現地調査、ここの本委員会での調査等々を踏まえた基本構想から基本計画

の段階で作り上げていく図面はこれでした。一応基本計画としてはこれで完成しまし

た。だけど次は、また新たに考えるのではないのですけれど、基本計画を一度見直し

て次の実施設計に移るプランを作っていくというふうに決めておくのだったら割と

今は、あまり細かいところは今回は皆さんの意見を組んで書き上げて言ったらいいか

なと思うのですけれど、この案そのものがほとんど条件というか設計条件にほぼ動い

ていくのだったら、かなり詰めておよびしろというか、プランの出しやすさといいま

すか、アイディアを募るときに、どっちにいくかというところは中々悩ましくて、私

も別に答えを持っているわけではなくて、皆様のご意見もしくは他でやられている事

例がないか、これは前から言っています。実は事務局側には色々体育館の施設の規模

や割り方や中の機能だとかというのを表であげていただいている、これは体育館の条

件を調べれば出てくるかと思うのですけれど。それまでの条件設定をどうやってやっ

たかとか、募集要項をどう書いたかとかというところが集めれないかなと思っていま

して、それとこの結論、基本計画の落としどころとかなりかかわってくるので、今日

ではなくていいのですけれど少しそのあたり清澤委員、そういうのはないのでしょう

か。 

 

清澤委員  どうでしょうね。特に交流のある寝屋川市とか枚方市あたりでしたら資料が手に入

るかとは思いますけれど。 

 

下村委員長  お持ちではないかなと思うのですけれど。 

 

清澤委員  実際には利用実績とか。細かいスペースとして 

 

下村委員長  少しどこまで出せるかとか、入札の要件とか、いわゆる仕様書に近い話で体育館作

ります、面積はこれだけですともう出されたのか、色々今回は新体育館でここは基本

構想から計画を作るというような非常に緻密な作業をしているわけです。生涯学習の

方もそうなのですけれど。 
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 ですからそこまで詳しいものはない可能性はあるのですけれど、少なくとも設計条

件としてどういうところまで規制して出したかということが分かれば本委員会も動

きやすいと思うのです。というような資料を毎回少し集めて欲しいなという話をして

いたのです。 

 

事務局   事務局の方でもまだ他都市の基本構想計画やあとのプロポーザルの条件書等も集

めております。それもまた今後以降にご提案申し上げます。。 

 

下村委員長  そうですね。少し最終の落としどころの精度だと思うのですけれど、そのあたりを

少し横目で見ながら本委員会での諮る内容の密度、精度を、このあたりも少し整理し

ておく必要があろうかと思います。そこに今西先生がやっておられる生涯学習とはと

いうような話もかなり盛り込んでいく必要があろうかと思います。 

 

事務局   もちろん募集要項の方には、そういうような主旨といいますか、そういう施設であ

るということで書いておくというのは当然あるかなとは考えております。 

 

下村委員長  そのあたりをどこまで書ききれるか大きな考え方、これは基本構想の中に列挙して

いただいているのですけれど、具体的ないわゆる設計するときの設計条件です。それ

をどこまで提示してアイディアを大きな、先ほど申し上げたように皆が都市核として

ここで集えるような場所で、色々健康づくりや体育それから文化的生涯学習的に、そ

ういう活動ができるエリアにしたい。それで、屋外でも休憩できて本市の顔となるよ

うな大きなそういう意味だと思うのです。その中で具体的に進めていくときに基本構

想で色々何個かブレイクダウンした考え方をあげてきていただいているわけです。そ

れがこれでいうと資料６の一番左に書いてあるこれが今回の体育館についての考え

方のベースになってるわけです。これを実現しなければならないのです。だからアリ

ーナを作る、これはいるわけです。アリーナを作って、他にスタジオ機能を導入させ

て、多目的スタジオが、観覧・子育て・健康、これら体育館の中で求められている機

能が、これだけの条件で面積がいくらということと同時にこれです。この上の部分、

少なくともこの３つは、実現できるようなプランでないと困るわけです。というよう

に基本構想を考えてきたわけです。ですから今回体育館の卓球施設が１５面取れる、

バスケだったら２面、フットサル１面というような施設希望これは最低限運動ができ

る、他のところでも一緒です。本市で考えてきたプランというのは、この種々の競技

スポーツ、健康づくりに取り組める参加者主体の施設でないとだめなのです。次も一

緒です。ネットワークの構築と強化、活性化を図れるようなそういう箱というか器で

ないといけないというようなことを絡めて、こういう最低導入する機能はこれだけで

いいのか、この中に書いておく必要がないのか特化してなければならないのか、そう

いうところも皆さんにご意見をいただいと思います。特に皆さん実際に活動されてい

る方が多いので、何かここで実現するためにはこのままだと無理だとか、もう少しゆ

とりのある施設が必要だとか、運動したときには横にはこういう施設があって、バリ

アフリーを考えたときには最低、例えば先ほど防音の部屋が、防音の部屋が離れてい
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てはだめで、条件として防音の部屋は休憩する施設の横にあった方がよいのか、エレ

ベーターに近くにあった方がよいのか、そういうのが最低の条件として次に出てくる。

これは提案なのかも知れないのですが、そういうことを配慮して下さいと書いておく

かどうかなのです。だから今は導入施設ですけれど、そこまでは言わないまでもその

導入施設を検討して行く時の条件として、この面積だけでいいのか、ここに書いてお

られるようなこの矢印で結び付けてきたような、こういう機能が必要なのですよとい

うのが書かれているのですけれど、この機能を実現するためのイメージとかコンセプ

トは何か書いておかないで大丈夫なのでしょうか。それでないと、ここで切れてしま

わないかなという心配をしているのです。構想は構想だと、建物を作っていくときに

は面積をこれだけ確保して、バリアフリーさえ考えておけば、こんなのは勝手に実現

できるものなのかとか、あると実現できるかもしれませんし、何か工夫がないと本市

特有の特色のある施設になるかならないか、というこの繋ぎです。今、矢印が書いて

あってここに書いています市民だれもが多様なスポーツ・運動に親しめる場が体育館

に行って、そのときにこの３つです。スポーツ健康づくりに取り組める市民の参加者

主体、サークル団体などの地域ネットワークの構築とその強化、指導者や総合型地域

スポーツクラブの育成支援ができるのはこれだけあったらできるのか。ここには子育

てが書いていないので、少し子育てをどうしようかなと思うのですけれど。子育ては

だれもが利用できるという意味では、子育てがあってもいいと思うのですけれど。だ

からそのあたりを、チェックしていただきたいというのがこの委員会だと思うのです。

ここで切ってしまってはだめなのです。バスケット２面できた。ああ、いいやという

のは卓球１５面も取れる。それはもう充分ですではないと思うのです。そのときにこ

れらが実現でき、少なくともそれの繋ぎをどう整理していくか、それが条件設定だと

思います。ですからどこにもないという、ふたを開けてみたら一緒かもしれませんけ

れど、きちんとステップを踏んで考えてきて、これですということが大事です。それ

が今回を動かしている意味でもあるかと思います。 

 

柴田委員  おっしゃってるのが少し分からなかったのですけれど、先程、水中歩行や防音の卓

球のことをおっしゃっていましたけれど、それでいくと障がい者用スポーツ設備や子

育て支援機能などがないといけないということなのでしょうか。それを入れるとプロ

ポーザルで、そういう水中歩行とか防音機能が出てくると思われます。あくまで提案

を優先するのか、ここで意見をたくさん出してもらってあとでまた先生がおっしゃっ

ていた、もう一度基本計画を見直す。どちらかをしなければいけないわけですか。両

方うまくくっつけることはできないのですか。 

 

下村委員長  しっかりしておけばそのままいける可能性があるので、一部簡単に見直しすること

で済むかもしれません。基本計画はそれを実施というか基本設計というのをあげるて

いく場合が多いのですけれど、基本設計にそのまま動くかというと、例えばすぐ来年

やるのだったら良いのですけれど少し２～３年置いたりとか、時代が変わってくるし

色々条件が変わってくるし、町の成熟度も若干変わるかもしれないし、税金がものす

ごく増えるかもしれませんし逆もあるかもしれませんし、という条件の中で基本計画
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の見直しというのがよく行われるのです。ですからそれを見直して、がらっと変える

ことはないのですけれど、変えていくということを前提に今議論いただいている絶対

必要で理想的なプラン作りをまずしてしまって、あとは実現化可能というのは別途、

先ほど清澤委員もお金の話がありましたけれど、それに向けてもう一回見直しをかけ

る。ですから受けたこの委員会としては、体育館のこと、都市全体のこと、この場所

のこと、それを考えてここにこんな施設を作るべきだという条件でいったときに、こ

れだけの費用がかかるという条件で一応報告書を出してしまうというのが、ひとつの

やり方と思うのですけれど、実はふたを開けてみたら３５億円～４０億円かかるとか。

それはもう一回見直すというか、それを見直して修正してここで仕上げて、だいたい

のオーダーで載っているやつをプランを出して、その時にはかなり最初の理想とは違

うような施設になるか、どこまで書ききって本計画をまとめて市長へ報告するか、と

いうことがここに受けた使命かと思っています。 

 

柴田委員  これはスポーツ施設ですけれど、あと文化施設の団体で利用していただいている方

に入っていただいて、こういう機会ですから将来使われるのを見越して、自分たちの

ことだけではなく障がい者の方などのことも含めて色々と提案いただいている思い

ます。様々な角度から意見をいただく貴重な機会だと思うのですけれど、費用的・技

術的に難しいということであれば、それに替わる山田委員さんが先程言われたような

ものがあれば良いとなったら、それを導き出すためのものを入れておくという方には

持っていけるわけなのですね。 

 

下村委員長  そうですね。 

 

柴田委員  意見をたくさん言っていただいて、それを計画に反映できればと思います。 

 

下村委員長  そういうおよびしろがあるような大きなコンセプト、障がい者の方、ご高齢の方に

も対応した運動健康づくりができるというのが次の繋ぎであれば、なんでもというわ

けでもないのですけれど、お金があればこれだし、時間がかかってもいいのだとこれ

だし、早急にやるためにはこっちだと。それはプロポーザルやアイディアを事業者の

方から貰うというのでおよびしろがあるというのはそういう意味だと思うのです。課

題整理というのはたぶんそこまで、卓球場１５面取れる施設を作って下さいというの

は、ひとつのボリュームとしてはいるので、概算費を出さないといけないので、そう

いう面積規模はいると思うのですけれど。本来はみんなで健康づくりや競技スポーツ

の卓球やその他、マルチに同じ場所で使える施設の検討をして下さいと書いておいた

ら良いのですね。だからそれはアリーナとしてたまたまこれだけの面積でバスケット

ボール２面、フットサル１面が取れるというのは次に出てきたら良いのだと思うので

す。そのためにはこういう施設を導入して下さい、こういうのを入れて下さいという

条件を書いておく必要があろうかと思いますので、今やっていただいているのは、こ

れは絶対いると思うのです。お金を計算するのに絶対これがないと予算がはじけだせ

なくて概算が出ません。しかし、次のコンペの時にどれだけの条件を入れるのか、も
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う少しおよびしろがあるようなことをやるのか、というのは慎重に決めていく必要が

あろうかとは思います。そこで他市の施設ではどこまでの条件を決めて、色々コンペ

やプロポーザルや入札にかけている条件というのは、どこまで書いておられるのかと

いうのを体育館や図書館や生涯学習というキーワードが出てきていたらそれとか。そ

ういう資料を少し集めていただいて本市ではどこまで書くかという参考にさせてい

ただければとは、思っておりますけれど。 

 それで両方やって今回、最終図面あげられるのですか。ポンチ絵だけですか。１階

平面２階平面とかでてくるのですか。 

 

事務局   そのあたりについてはですね･･･。 

 

下村委員長  入れておくのであっても、その通りにはならないプランなのです。そのあたりのイ

メージが少しどこまでするのかというのが基本計画です。 

 

事務局   両方の施設の共通なのですけれど、敷地がまだ見えていない時節ですので。 

 

下村委員長  そうですよね。 

 

事務局   先生が言っていただいているような色々ご意見をいただいて、その中から市の方で

チョイスさせていただいて、最終の仕様書のイメージというので思っていますし、た

ぶんそうせざるを得ないのかなと考えております。 

 

下村委員長  だから、最終的にディテールの 1/１００とかそのような図面は出てこない気がする

のですけれど。少なくとも、レイアウトは入っているのですか。 

 

事務局   概算額という話もありますので、出さざるを得ないだろうと思います。 

 

下村委員長  概算が出ないですよね。そこまでやれば今度立ち上げたら、パースまででますので

イメージが。それはたまたま今回の基本計画の中でのイメージだけなので、それがそ

のまま今度それが一人歩きすると怖いのです。出来上がったものは今回予算を一応は

じきますけれど、出来上がりが全然イメージが違うということを市民の方は言われる

と思うのです。ですからどこまで出すかというのを考えながら、絶対ついて回られな

いので、絵が出たらホームページとかに載ってしまったら、それだけで動きだしてこ

んなのができるとなるので、これも少し気にしておかないとだめだと思うのです。そ

の通りにはなりませんと大きく、スタンプを押しておかないといけないぐらいです。 

 

事務局  その通りです。 

 

下村委員長  例えば皆さんがずっと図面について回るわけにはいかないので、そのあたりも基本

計画というのは動き出しというか、取り扱いも含めて慎重にやっておくのがうまいと
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思います。 

  

 

岡本委員  少しお話したいことがあるのですけれど、よろしいでしょうか。 

 

下村委員長  ええ。どうぞ。 

 

岡本委員  先ほどのお話を聞いておったのですけれど、この前アンケートを取りましたよね。

その中ではトレーニングルームとかフィットネスとかは多目的でできますよね。卓球

などは３番目に入っているのですけれど、私、アンケートを見たときにはトレーニン

グルームとか、常時の卓球施設ができるのかなと感じておったのです。ここに市民が

健康増進のために、個人で気軽に利用できる場とするとなっておりますね。先ほどの

説明を聞いた中では、個人で利用するところが何もないのです。誰も個人で利用でき

ない。グループまたはクラブ、チームとしては多目的に借り上げてできるのですが個

人で体育館に行って何をするか。ランニングコースがない、ランニングコースがあれ

ば個人で行って、トレーニングができます。観客席があれば中学生の子供などがプレ

イしているのを父兄が観戦もできますね。そういう個人的にできることが何もないの

です。トレーニングルームがなければ何でしたらいいのですか。トレーニングルーム

は民間のスポーツクラブがあると言われたが、こんなものは全然違う話です。仮に図

書館で本があると。図書館に本なんていらないのではないか。本屋に行けば売ってい

るのではないかというのと一緒です。そういう施設を作ってもらいたいのです。誰も

がいつでも個人的に行って、活動ができるような場所がほしいのです。観客席を作れ

ば父兄の方が中学校の大会とか一般の市民の大会のときにくると、そこでスポーツに

は参加しないけれど、観戦して参加すると。個人的に参加すると、いつでも参加でき

ると。これがコンセプトと違いますか。そういうところがひとつもないのです。もう

ひとつ参考資料で言わせていただきますと、今回のメインアリーナというのはまだ決

定ではないと思うのですけれど、１６２０㎡となっていますね。この１６２０㎡とい

う大きさはメインホールの広さは北河内７つの中でほとんどが該当する広さなので

す。枚方市さんが一番大きいのです。１７８９㎡なのです。その次が四条畷市で１７

８４㎡、それで守口市さんが門真市とよく似ているのです。１５１５㎡なのです。な

みはやドームのサブアリーナも１５１０㎡です。それで、体育館の利用のしやすいの

は平米だけではなしに、縦長か横長かでものすごく変わってくるのです。それで我々

の卓球連盟の方で、体育協会の方で必ずこれは言ってほしいと言われているのは、バ

レーボールを３面取ってほしいのです。それも門真市の場合は、北河内総体などを踏

まえたら９人制のコートが必ず要るのです。今回は６人制のコートですね。９人制の

コートにすると普通の６人制よりも一回り大きいのです。必ず１面９人制を作ってい

ただいて、あと２面は６人制または両端を９人制にすると。卓球台の方も私は常々最

低は２４台は出せるようにしてほしいと思うのです。これはなぜかというと、北河内

総体とか、その担当市になったときのためです。うちで運営すると、シード権が取れ

るのです、開催すると。そうすると最低２４台あれば大会が開けるのです。ここに一
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応書いていますね。１０ページですか、この分ですね。ここに書いてありますこのバ

レーコート。今お示しいただきました門真市の４５ｍ×３６ｍの１６２０㎡ですと、

バレーコート３面取れます。守口市さんより広いのです。守口市さんも９人制がひと

つと６人制が２面取っております。それと卓球に関して、これは１５台に配置されて

いますが、こんなのですと全然ゲームができません。この試合コートというのは競技

者と審判員しか入れないのです。そうするとこういう１５で割っても試合などできな

いのです。このフロアーで卓球を正式、公式でやろうとすると６台が４列です。ただ

し、このフロアーの大きさがあれば卓球台が３０台出て、この市民レベルの大会はで

きるのです。守口市さんも３０台使っています。なみはやドームもこのレベルで３０

台使っています。それで四条畷市さんは１７８０㎡あるので、３３台１列多く出せる

のです。そういうような感じで、この１６２０㎡というのはものすごい良い値がでて

いると、ものすごく喜んでおったのです。ところがあとのトレーニングマシンとかト

レーニング室とか、そういうのが全部欠けているのです。そうすると一般の市民が個

人で気軽にできるというところがないのです。私からは、卓球などでもいつでも２人

３人でも行けば自由にできるというような施設ができればいいなとお願いしておい

たのですけれど。今確かに、サブアリーナとかできたらクラブとしたら借り上げてや

ることができるけれど、個人的に利用するような形がひとつも取られていません。こ

のへんは全然違うと思うのです。 

 

下村委員長  施設整備と人口規模によって、人口が３倍のところと同じボリュームの施設を作る

かというのは色々課題はあるのでしょうけれど、それだけ一人当たりの負担額が大き

くなりますので、人数が少ないところで同じものを作って普段はほとんど使っていな

くて、１／３しか利用がなくて、何かイベントの時には満杯になる。そういうのがど

こまで色々ご希望を聞きながらやるかというのは、それも今もほんの一握りのご意見

だと思うのです。他にいっぱいご意見があると思うのですけれど、今言っていただい

た内容を全部拾い上げながら、それを全部書き込むというのは中々難しいと思います

ので、少しそのあたりを整理する必要があると思います。、例えば１５面なのか２４

面なのかとか、コートも２面なのか３面なのか、それともスケールを膨らませて９人

制というのは広いので、どこまでそういう可能性を含んで例えばアリーナを決めると

か、というのはこれはまた提案事項なのかこちらとして条件を入れておくのか、その

あたりにもかかわってくる内容かと思いますので、どこまでやるかというのはご検討

いただけますか。 

 もうひとつは、ただ個人ユースとしての健康づくりに対応するというのはトレーニ

ングマシン・トレーニングルームだけではないはずなので、例えば個人への対応を考

えて下さいということを条件として入れておくのだったら、そのためにはどういう展

開があるかというのがプロポーザルする方の案なのです。ですからそういうようなご

要望があるというのは、ここの場で言っておいていただいて、それをどこまで基本構

想の中に盛り込んでいけるかというのは、また皆でご意見、知恵を絞りながら皆さん

のご意向が酌みだせるような、そいうようなまとめ方にはしたいとは思います。ただ

全部盛り込んだら大変な施設になってしまうということになるかもしれませんし、そ
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のあたりの整理は必要かと思います。それでバレーボールが５面あって、水中歩行も

できるようなところもあって、トレーニングマシンがずらっと並んでいてというのが

あってもいいのでしょうけれど、その中でどれをどう限定していくような、そういう

整理がどこかで必要になってくるのでしょうね。実情はぜひこの場できっちり出して

おいていただいて、それを意見交換させていただく材料としてはいただきたいと思い

ます。 

 今日少しこれ１つだけで終わっておいて良いですか。同じような形で修正いただく

という形で、どうしましょうか。 

 

事務局   せっかくなので委員さんの方々のご意見を。同じような形で生涯学習複合施設の方

もということであれば、例えば他市の事例であったり、それから条件だしの部分です

ね。それをこちら側から出させていただくということを次回に含めてという形もどう

かなと思うのですけれど。 

 

宮本委員  ただ今の岡本委員さんの意見に関連してですけれど、これから造っていきます複合

施設もそうなのですけれど、生涯学習の定義で先生からずっとお聞きしていたのは、

いつでもどこでも自分から進んで自由に行う学習活動ということなのです。それに関

しまして、現在の門真市が行っている利用方法というのが、図書館は個人で行って自

由にできますよね。 

 体育館も、複合施設も文化会館等の施設はいわゆる個人では利用できないのです。

体育館もたぶん個人の利用は認めてないと思うのです。ですからどこかのサークルに

入って、その体育をする、スポーツをするというそういう利用の方法に現在なってい

ますので、そこが想定されていないのではないかと、私は思うのです。今これから生

涯学習の方の話に移ると思うのですけれど、体育館とか文化施設の利用方法が個人の

利用は認めていないという、そこの矛盾ですね。それをこれから解消するといいます

か、それがもちろん基本的で重要な事項ではないかなと思っておるのですけれどもい

かがでしょうか。それが解決されたら先生がおっしゃっていますように、個人がいつ

でもどこでも利用できるような施設を作るということで設計を頼んだらできてくる

のではないかなと、私は思うのです。 

 

下村委員長  ありがとうございます。全体としての使い方ですので、そういうふうに押えておか

なければならない条件というのは基本構想にはざくっとしたことしか書いていない

ので、それでブレイクダウンした形で具体的に細かいことまで言うと、ここに出てく

るような言葉を考えておいて下さいということがざっと書いてあります。それに関連

する施設がたぶん出てくるとか、ひとつこの同名施設を考えていくときに、面積規模

や要件だけでアリーナいくらでコートがこれだけ取れるという話になっていますけ

れど、その時のイメージというかなぜ３面なの、なぜ２面なのかというのを書くのは

難しいと思うのです。少し基本構想からこう考えてアリーナと付帯施設と置くという

文言で、文章化するか箇条書きにするか、書けるのだったら少し一回そのあたりをフ

ォローいただいて、そこがキーになってくると思うのです。少し難しいかもしれない
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のですけれど。よろしければ生涯学習複合施設の説明を１０分で話できますか。 

 

下村委員長  ざっと意見をいただいて、次回これをもう一回含めていきながら次の配置等に結び

ついていけるような形にしたいと思いますので。 

 

事務局   それではお手元の資料８から１０までの生涯学習複合施設の方の基本計画という

ことでまずは、目次案１３ページです。こういう形になっていまして、基本的には体

育館と同じような構成にさせていただいております。１が基本構想で２が諸条件の整

理、３に施設計画案で、ここの中では導入機能の設定で図書館部門、文化会館部門、

付帯部門、管理、サービス部門という形に分かれております。それから施設規模の設

定と施設の概略計画となって、４が施設整備にあたり配慮すべき事項ということで、

同じように構想１の３を受ける形で５つの項目があるということです。そして５番目

に管理運営・施設整備に向けた検討ということで、同じように体制の問題、スケジュ

ール、それから概算事業費・管理運営費について書いています。 

 資料９は概要版の部分でございますけれど、同じく一番左に基本構想の内容がござ

いまして、その中の図書館部門で、その中では基本コンセプトとして『地域とともに

コミュニティを育む文化・学習の交流拠点』という形で多様な文化・学習活動の展開、

地域コミュニティの醸成、地域の景観づくりというあたりになっておりまして、それ

を受けて図書館部門としては『幅広い世代の関心を取り込んだ図書館資料が活用でき

るゆとりある滞在の場』というような形でゆとりある滞在型施設を目指そうという形

になっております。それから文化会館部門では『市民の自主的・創造的な活動を支援・

発信・循環する場』ということで、市民相互の交流の創出と活性化、民間等の多様な

主体との連携・協力、人づくり・文化・学習・情報の拠点、自主・創造的な活動の循

環のようなことを書いていまして、付帯部門としては「新たな出会いを生み出し、幅

広い交流を育む、憩いの場』ということで、多世代交流を生み出す人づくり支援とか

子育て世代が利用しやすい施設、気軽に立ち寄れる憩いの施設という形で考えてきて

いるのが構想から立ち上がっています。それからアンケートから出ていますのは交通

的には自転車の話とか、図書館・文化会館・付帯部門のゆとりある空間へというニー

ズが高いということです。あと諸室の利用が２０名以下で少数での利用という形のも

のが出ていますということです。敷地の諸条件については体育館のアップローチとし

てというということで約３０００㎡くらいの敷地になるだろうと。規模的には６００

０㎡くらいの延床面積を一応目処にしているという形でございます。 

 それから先ほど言いました町歩き等で調査しました周辺地域の現況分析というあ

たりを加えながら、ひとつは標準的な機能ということでございまして、導入機能とし

ては大きくは図書館、文化会館、付帯・管理･サービス、あと外構という形になって

ございます。図書館の方ではゆとりあるという形の中で、各諸室を設けていくという

ことで郷土とか若い世代のゾーンとか視聴覚とか児童図書のゾーン、読み聞かせゾー

ンのあたりとか、あと調べ学習機能という形で特に研究の個室なりグループ学習室と

いうような形のものを、今おおくの図書館が取り入れている内容を取り入れていこう

という形を考えたりしています。それから情報通信機能とか資料保存機能、これは当
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然図書館としての機能で重要な機能でございます。あと文化会館としては、市民相互

の交流とか発信という意味でひとつは、発信するためのホールを考えたり、展示機能

ということで展示ギャラリー、あと学習機能として個人の学習室、会議・研究室とか

多目的とかできる部屋あと各種調理室とか絵画・木工等のそれぞれの研修等に使える

諸室を用意しているということを考えています。特に、複合しているので個人学習室

というのはどちらかというと図書館ではなくて文化会館サイドに持ち込んでいると

いう形で考えております。あと付帯的な機能としては、子育て支援的なものとして子

育てサロンやプレイルーム、授乳室とか。あと滞留的な機能として、色々な団体の交

流の場ということでエントランスとか交流・休憩スペースとか、飲食機能ではこちら

では一応カフェ的なものの導入とかということも含めて考えたらどうかと。あと情報

発信機能ということで学習情報のコーナーという形を考えています。管理部門につい

ては防災機能ということでここでは事務用倉庫と兼用と書かせていただいておりま

すけれども、学習複合施設については今、割合駅の近くということなので、どちらか

というと住民さんの避難施設というよりは帰宅困難者の一時的な避難場所みたいな

取り扱いを今のところ検討してはどうかという形で考えているので、防災備蓄までの

整備という意味よりはもう少し軽めの倉庫ということ形で考えてはどうかというこ

とで考えています。中々敷地がはっきりとしていないので、次のページあたりは漠然

としている状態でございますが、その中で周辺との関係で言うとやはり学習複合施設

と古川橋駅との間は広場になるということで一体的な考え方ができるということで

そこからのゲートの見え方とか外の空間との繋がりというあたりが大事になるでし

ょうし、当然、周辺とのアプローチの問題というのも課題としてあるのかなというこ

とを体育館を含めた市役所等のシビックゾーンとの連携みたいな東西の繋がりなど

も、そのあたりでは入ってくるだろうと思っております。あとは少し敷地の方につい

ては、広場との連携というあたりは重要なことになってこようかなと考えています。

ということで生涯学習複合施設の敷地につきましてはこれからということでやって

いまして、その中で基本的な諸室の機能ということでございますが、まず３番の方に

既存施設ということで市内にある主な施設をあげさせていただいております。図書館

から始まって、生涯学習センターまで各種色々な施設について、色々な機能を実際に

色々とあげさせていただいて、このへんと基本的にはバッティングしないような形で

の整理。建物については新たに整備ということになるのかなと思っておりますが、そ

ういうようなことで考えていこうというところでございます。図書館、ホール、諸室

の規模の検討ということでいいますと、図書館については蔵書数について大阪府の一

人当たりの平均に近い２．７冊ということなのでそれをもとにすると、３５万冊規模

の蔵書をもった図書館というのを念頭において整備を考えていこうという大きな考

え方をしております。ホールにつきましては、ルミエールホールが市にはございます

ので、いわゆるそういう興行的な話とかそちらの方で基本的には考えるということで

構想にありますように、市民の自主的、創造的な活動の練習・発表の場としての役割

ということでホールの規模としては１３０人規模の使い勝手のいい小ホールという

のを検討したらどうかというふうに考えております。それから学習の諸室については、

学校の教室程度の広さのものを一般的な部屋では考えておりまして、専門的な学習室
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というのは９０㎡くらいのものをという形で、ニーズに対応できるものをそろえてい

くと考えていったらどうかという計画を大きな方針を持っております。 

 それをもとに、１７ページのところは導入機能の検討というところで、ここではひ

とつは多様な文化・学習活動の展開ということで、誰もが訪れ読みたい蔵書の整備と

いう形で特に子供、若者が本に親しめる場の確保という中で、ゆっくりと滞在できる

スペースの充実とか、情報化社会に対応した仕組みの導入、市民の自主的・創造的な

活動の場の充実、幅広いニーズに対応した学習環境の充実、成果発表の場の充実とい

う形でそれぞれのもとにある閲覧機能や調べ学習機能等を対応させて考えておりま

す。地域コミュニティの醸成という意味では交流の場ということで、滞留とか飲食機

能、情報発信機能。休憩の場という意味では滞留とか飲食機能。単独ではできない機

能の共有化ということで飲食機能とか子育て支援機能ということ使いながらという

こと。活動のオープン化ということでは、滞留機能とか情報発信機能というものが考

えられるのかなと存じます。 

 あとアンケート等のところからでておりますのは図書館の団体利用の促進という

ことで、図書閲覧機能とか調べ学習機能の中でひとつは読み聞かせ室・対面朗読室の

導入とかグループ学習室の導入とかの話があります。文化・学習活動に対する幅広い

ニーズへの対応ということで、色々な様々な諸室とか会議研修場所をメニューとして

用意するという形で考えております。若者が訪れたくなるような環境の創出というこ

とで、図書館の中にいわゆるティーンズコーナーということを考えていきたいとか。

子育て世代の利用しやすさの向上ということで子育て支援機能ということで、子育て

サロンとプレイルーム、授乳室等の導入。あと訪れたくなる多世代交流の場の促進と

いうことで滞留機能の中でカフェの導入とか、飲食機能とか子育て支援機能とかとい

うものを充実していくという形でまとめていったらどうかということです。その右に

各部門のこんなことが考えられるのかなということでまだ大きさとかはこれからと

いうのが多いのですが、文化機能についてはだいたい一般的な諸室は６０㎡くらいで

多目的な特殊な専門的な部屋は９０㎡くらいの大きさの諸室でやっていくという形

で、それぞれあげていて、このへんについてはまたご意見を聞きながらどういう部屋

がいるかということがあれば変えていくことになろうかと思います。説明の方は以上

でございます。 

 

下村委員長  ありがとうございます。気になる点でありますとか、ご質問ご意見がありましたら

お願いしたいと思います。 

 

清澤委員  真ん中の他市の事例ですが、先進的な新しい図書館であるとか視聴覚センターみた

いなものですね。先生も良くご存知だと思うですけれど、割と話題になっている施設

の資料も集めていただいて、例えば本中心になるのが図書館というものの、もう少し

メディア系のデジタル材料の整理をしているような言葉も聞いていますし、体育館と

同じように事例がもしお願いできたらありがたいなと思います。 

 これは一応分かれているのですけれど、図書館と文化施設が両方的に使える部分で

すね。ホールだとかそういうところについては少し柔軟に考えておく必要があるだろ
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うと思いますし、フラット対応で考えておられますけれど金沢市などを見ますと、ひ

とつぐらいは何か階段状の小規模なそういう視聴覚系の講演兼発表室みたいなもの

が、この際ですから含まれれば良いのではないかなと。大きさはこれぐらいのもので

良いと思うのですけれど。 

 あと、展示ギャラリーも仕切るタイプだとか、ここにはまだ面積があがってきてお

りませんけれど、街中にあるある程度のギャラリーで２つくらいに仕切れて、区切れ

ばふたつで、バックスペースも含めて１５０から２００㎡ぐらいまでの規模を想定い

ただくとありがたいかなと思います。それから絵画室とか木工室とかはアンケートで

当然あっただろうと思うのですけれども、何かそういうアトリエとして使えるぐらい

の形で、何か用途的に限定していくのがいいのかなと少し思いました。 

 

下村委員長  ありがとうございました。他、いかがでしょうか。 

 

川村委員  すいません。よろしいですか。 

 

下村委員長   どうぞ。 

 

川村委員  本日、清澤委員の方からも色々なご意向を整理いただいたものを見せていただきま

して、生涯学習複合施設は体育館と少し違っていわゆる門真市の顔作りというような

まちづくりコンセプトが打ち出されています。こちらは、体育館のような市民が個人

でも使えるような機能を充足するというタイプの施設なのか、駅前からは非常に大き

な広場も今作ろうといたしておりますし、広域という意味ではないのですが、せめて

その京阪沿線を視野に入れて少し特化したものを作らないといけないのではないで

しょうか。図書館などといいますと今から図書館として国立並みのものをというのは

あり得ない話ですし、いわゆる子育てが付帯施設、付属みたいになっていますけれど、

先般の読み聞かせのお話などもお伺いもしましたし、本市においては高齢化比率も高

い状況下にありますので、もう少しバランスをとった市の構造を視野に入れて計画を

していくべきと思っています。本施設がそういう意味でも少し役割を大きく考えてい

ただいた上で検討すべき施設なのではないかなというふうに少し思いました。これは

先ほどの委員長からのご指摘もありましたように具体に、どこをどう視点を置いて誘

導していくべきなのか、またこの委員会として方向性をどっちを見なさいという大き

な視点だと思っておりますので、皆様に少しご提案として、この施設の機能・考え方

についての方向性を考え方を、全体的なバランスをみた上で検討すべきとの少し提案

をさせていただきたいと思います。 

 

下村委員長  ありがとうございました。具体的にいうとこれをもう少しイメージ出来たりするの

ですか。 

 

川村委員  これを見せていただいて、各施設にどういうお部屋があって広さの過程までお出し

をいただいていますので、こういう議論になってくると思います。まず、こちらの方
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を見ておりますと、色々な形で計画ができそうな構想の段階ではありますけれど、実

際に計画の段階になりますと、こじんまりとした市民中心という観点が強いように見

えましたので、少し役割が違うのではないかと思いました。清澤委員からのご提案も

ありましたので、そこをもう少しまちづくりの中の核施設ということで、門真市の大

きな将来を担なう投資でもありますことから、本施設についての役割をご提案のあっ

たものに対しての誘導で構わないのかどうなのか、そうではなく生涯学習施設として

この門真に合ったものでコンパクトに纏め上げてしまうのか、そのあたりのことの方

向性を少し議論いただいた上で検討していくべきではないのかと思いました。 

 

下村委員長  大きな施設の位置づけをどう捉えるかという話です。それも一回都市計画マスター

プランなどで、書かれていると思うのですけれど、少しもう一回位置づけを本地域の

位置づけとここのこのあたりが整合しているかどうか、どっちを向いていくのかとい

うことを市内向けとするのか、少し広域を考えていくのか。図書館でいうとたぶん府

の図書館ではないので、研究型というような資料はあんまり置かないと思うのです。

市民サービス図書館事業としては、市民サービス型貸出し本が中心になってくると思

いますので、ものすごく専門書ですごい書籍はたぶん府へ行けとか国へ行けとか、そ

ういうような役割分担を図書館機能としてはやっていくと思います。場所的にいうと、

もう少し顔作りがあって拠点づくりでもあるので図書館と学習施設を含めて、先ほど

ホワイエ、ホールをどうするのかという話がありましたけれど、そのあたりの機能で

書き込めることができるのか、少し広域の分で。そのあたりのご検討いただけたらと

いうことだと思います。少しメモしておいていただいて一回議論できればと思ってい

ます。 

 他、いかがでしょうか。もうあまり時間もなくなっていますが。 

 

下村委員長  あとは、この導入機能というのも先ほどと同じように基本構想の話がバクッとし過

ぎていますので、それを具体的に何を目指してゆとりのある滞在の場とするための学

習の権利だとか、滞在型の施設だということをこの図書館のこれだけの機能で充実で

きるという証拠というか箇条書きで何か、こういうことを目指すためにこんな機能が

必要なのですという、いきなり出てきたのではないですという話をこの繋ぎを少し、

フォローいただければありがたいと思うのですが。 

 

 

今西副委員長  川村委員からとても大事なことをおっしゃったと思うのですけれど、電車の駅があ

って乗り降りのアプローチがあって、このセンターがあるわけです。非常に門真市に

とっては、シンボリックなそういうところなので、先ほどの広域型というものではな

いと思うのだけれども、門真市の個性が見えるようなそういうセンターであるべきだ

と思います。そしたら歴史・文化なのです。だから歴史・文化性が見えるようなそう

いう建物の設計を考えていくべきだと思うのです。これから皆さんとそれを一緒に議

論すべき一点だと思います。 

 もう一点は、図書館と書いているのですけれども、少しそれについては異論がある
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というか、生涯学習の世界では図書館ではなく「情報館」なのです。ソーシャルネッ

トワークも含めたそういう流れなのです。つまり本を読みに来いというのは教育なの

です。教育ではなくて学習なのです。生涯学習ということ自身が、そういう大きなパ

ラダイム転換もあるわけで、図書館の役割はもちろん大事で、つまり教育というのは

私たちの成長にもっとも重要な部分ですが、一方では学習性という意味ではＩＴの活

用です。ＩＴをもっと活用して、いわゆるペーパー情報だけではなくてＩＴ情報も含

めたそれと同時にそこに、人というのが動きがあり、交流の場や個人が参加できると

いう、コンセプトを持っていくべきで、図書館というのは極めて固定的な社会教育な

のです。それはもちろん大事なのだけれど、それに加えて、人が交流してその交流は

ペーパー情報もあればＩＴ情報もある。そこで人間と人間がお互いが顔見合わせたり、

顔を見ないもの同士が繋がったり、こういうふうな形の拠点というかそういうものを、

そういう新しい図書館像を作っていくべきかなと思います。 

 

下村委員長  ありがとうございます。非常に的確なご指摘をいただいて結局ここに書かれている

内容がこれとどういう対応しているかというところが、今の先生のお話を聞いていて

も、なんとなくいけてそうですけれどガラッと変わる可能性があったりとか、組み合

わせが必要になってくるとか、そういうことも発生するかもしれません。ただ建物を

建てるときにはどの施設がどれくらいの面積が必要で、どこにどう配置して、どうい

うふうに人を動かして廊下をどこに作ってエレベーターをどこに置いて、階段をどこ

に作って、非常階段はどこで、そういうふうなものも全部必要になってきます。そこ

でどういうことをさせるか、どうやって自発的にやっていただくかというようなこと

が絡んでくるような流れのストーリを提示されると、この導入施設というものが正し

いものだ、もしくはどこが抜けているのだと、そのあたりを一回チェックしていただ

けるような資料作りをご検討いただけますでしょうか。それと少し外構部分が４０％

を占めるので駐輪・駐車場計画は確かに大事だと思いますけれど、駅前ということも

あるし、やはり広い庭空間を駅前広場の敷地外のところと敷地内をどう連携させるか

とか、いかにその空間をどう作っていくかみたいな話の外構計画というのもある程度

必要になってくると思います。ここに屋外計画とこれでいうと１５ページ目に色々と

書かれておるのが、この１４ページの導入機能の検討のところで外構と３行書かれて

いるだけではないような気もするのです。体育館よりもこっちの方が、その屋外空間

の持つ意味というのは非常に大きいと思うので、ここはもう少し書き込めるような工

夫が必要で、例えばギャラリーも屋外ギャラリーがあっても良いとかと思います。建

物の中でやれる機能なのか、色々な機能があっても別に屋外でも屋内外かかわらず、

できる機能もあるかもしれません。それがたまたま屋内のときはこうできるし、屋外

のときはこうできるとか、何かそのあたりの検討材料が基本構想の中では意見も出て

いたと思いますので、少しそういうので導入施設というのは建物だけではないという

導入空間も導入施設のひとつですので、それが屋根があるかないかということも踏ま

えて、ここのボリュームスタディをやっていく必要があると思います。もちろんコス

トに響いてくるのは建物の方です。屋外の方がかなり安くて、たぶん平米２万円とか

３万円とかまで出でくる可能性は高いのですけれど、コンセプトの中では大事になっ
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てくると思いますので、そのあたりも踏まえて先ほど今西先生がおっしゃっていただ

いたような学習ができる器が整っているかどうか、ここが繋がっていくイメージを出

していただくようなことをご検討いただいて、また次回両方ご検討させていただけた

らと思います。そのときに少し配置がわかれば、次は配置計画でしたね。確か、そこ

も次のときに検討できればと思いますので、あとはできれば色々な事例集め、これは

中々大変だと思います。 

 次回は本当は今日で導入施設、もしくは導入ゾーンが決まれば、次にはそこをどこ

に配置するかという配置計画になっていくはずなのですけれど、今日は積み残しがあ

りますので今日の復習を次回やらせていただきながら、それがどう配置していくかと

いうところも絡めてできたら次回検討させていただければと思いますので、またご準

備の程よろしくお願いいたします。 

 ２時間半という委員会、長いのですけれど２つやっているので中々難しいところが

ありまして、少しまた不手際で５分超えてしまっておりますが、一応今日の第４回に

つきましては、これでひとくくりさせていただきたいと思います。どうもご協力あり

がとうございました。それでは事務局の方に戻します。 

 

事務局  次回の委員会についての日時なのですけれども、現在調整中です。詳細が決まり次

第別途メール等でご連絡させていただきますので、ご了承ください。なお、案件とし

ましては本日いただいた導入部分を私どもの宿題という部分を含めた部分から入り

まして、次回の方に入っていけるように努力していきますのでよろしくお願いします。 

 それでは第４回門真市新体育館・生涯学習複合施設建設基本構想・基本計画策定委

員会を閉会させていただきます。 


